
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。取得率の算

定期間は、公表を行う日の属する事業年度（会計年度）の直前の事業年度です。インターネット等、一般の方

が閲覧できる方法で公表してください。自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト

「両立支援のひろば」で公表することもおすすめします。 

 

さらに詳しく知るための情報・イベントなど 

■男性の育児休業取得促進セミナーのご案内 

イクメンプロジェクトでは、改正育児・介護休業法も踏まえて、男性の育児休業取得促進等に 

関するセミナーを開催しています。 

① 男性の育児休業取得促進セミナー https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/ 

 

 

■両立支援について専門家に相談したい方へ 

【中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業】 

制度整備や育休取得・復帰する社員のサポート、育児休業中の代替要員確保・業務代替等で 

お悩みの企業に、社会保険労務士等の専門家が無料でアドバイスします。 

② 中小企業育児・介護休業等推進支援事業 https://ikuji-kaigo.com/ 

 

 

■就業規則作成、雇用環境整備、個別周知・意向確認に活用できる素材 

厚生労働省では以下の資料をご用意しています。社内用にアレンジする等して 

ご活用いただけます。 

③ 社内研修用資料、動画 

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/ 

④ 就業規則、個別周知・意向確認、事例紹介、制度・方針周知ポスター例 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html 

 

 

■両立支援のひろば（厚生労働省運営のウェブサイト） 

両立支援に取り組む企業の事例検索や自社の両立支援の取組状況の診断等が行えます。 

育児休業取得率の公表も行えます。 

⑤ 両立支援のひろば https://ryouritsu.mhlw.go.jp/ 

 

育児休業の改正内容③ 
令和 5 年 4 月 1 日施行 

 
5．育児休業取得状況の公表の義務化 

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年１回公表することが義務付けられます。 

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/


育児・介護休業法に関するお問い合わせは都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付時間  ８時30分～ 17時15分（土日・祝日・年末年始を除く） 

 

 

 

参考：育児・介護休業法 改正ポイントのご案内（厚生労働省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTG 健康保険組合 
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